
郡山市「全世代健康都市圏」創造事業推進会議開催要領 

令和元年12月16日制定 

令和３年４月１日一部改正 

令和４年11月１日一部改正 

令和６年４月１日一部改正 

令和７年４月１日一部改正 

［保健福祉部保健所健康政策課］ 

  

（開催） 

第１条 SDG ｓ事業 「全世代健康都市圏」創造事業（以下「創造事業」という。）について調

査及び検討を行うため、郡山市「全世代健康都市圏」創造事業推進会議 ( 以下「推進会議」と

いう。）を開催する。 

 （目的） 

第２条 推進会議は、連携中枢都市圏における、医療・介護情報等を多角的に分析することで、

疾病構造や介護認定状況、それに至る原因等を把握し、各種保健事業・介護予防事業等を広域

中枢連携都市圏で一体的に実施し，圏域住民の健康寿命の延伸を図るとともに医療費・介護給

付費の適正化を図ることを目的とする。 

 （定義） 

第３条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)  SDG ｓ事業 2019年度 SDG ｓ未来都市選定都市提案事業をいう。 

 (2)  連携中枢都市圏 本市と連携協約締結を行った市町村をいう。 

 （所掌事務） 

第４条 推進会議は、次に掲げる事務を所掌する。 

 (1)  各所属で所管するデータの円滑な提供に関すること。 

 (2)  創造事業において必要な分析方法や分析方針の検討に関すること。 

 (3)  創造事業においての問題や課題に関すること。 

(4)  その他創造事業を実施するために必要な事務に関すること。 

 （会議） 

第５条 推進会議は、別表関係部局課長及び関係係長をもって実施する。 

２ 推進会議は保健所健康政策課長が進行する。 

 （庶務） 

第６条 推進会議の庶務は、保健所健康政策課において処理する。 

 

 

附 則  

この要領は、令和７年４月 1 日から施行する。 

 



別表（第５条関係） 

 

  

※ 連携中枢都市圏市町村については、オブザーバーとして参加予定。 

 

 

  部局名 
職名 

（）内は推進会議で所管する内容及び担当係長 

政策開発部（ 2 ） 
未来創造課長（ SDG ｓ推進関係）、DX戦略課長（DX戦略

関係） 

市民部（ 4 ） 

市民課長（死亡届関係）、国民健康保険課長（医療関

係）、セーフコミュニティ課長（セーフコミュニティ推

進関係）、ダイバーシティ推進課長（外国人対策関係） 

保健福祉部（ 9 ） 

保健福祉総務課長（保健福祉計画関係）、生活支援課長

（医療関係）、障がい福祉課長（医療関係）、健康長寿

課長（高齢者事業関係）、地域包括ケア推進課長（地域

包括ケア推進事業関係）、介護保険課長（介護給付・介

護情報関係）、保健所総務課長（ WBC 関係）、保健所健

康政策課長（医療・健康政策関係）、保健所健康づくり

課長（健康増進関係） 

こども部（ 3 ） 
子育て給付課長（子育て事業関係）、こども家庭課長

（母子関係）、保育課長（保育所関係） 

農商工課 

（ 1 ） 
産業雇用政策課長（産業振興関係） 

都市構想部 

（ 1 ） 
都市政策課長（都市計画関係） 

教育委員会 
学校教育部 

（ 1 ） 
学校管理課長（児童・生徒健診関係） 


